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Ⅰ 北欧型福祉国家と児童保護

フィンランドの児童保護法lastensuojelulaki（417

／2007）は，児童保護lastensuojelu1)の意味を，子

どもに対して，安全な成長環境や，多様でバラン

スのとれた発達環境，そして必要な場合に特別な

ケアを得る，という子どもの持つ権利を守ること

であると定義している（第一条）。その意味する

範囲は広く，保護の実施につながるような問題の

出現や悪化が予見される前に支援や給付が提供さ

れることを重視し，保護の予防につながる子ども

や青少年（若者）の福祉の増進に結びつく広範な

活動・事業を包含する。これらを，社会的責任と

して行政が提供していくことを原則としているこ

とは，北欧諸国2)に共通する特徴のひとつと言え
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フィンランドにおける児童保護は，子どもが安全な成長環境下で，バランスのとれた発達環境と必要

なケアを確保することを目的としている。これは，家庭へのサービス提供志向の北欧型児童保護モデル

にもとづくもので社会全体での成長環境への働きかけ，家族による養育とそのための家庭へのさまざま

なサポート，子どもの保護の予防から実施までを含む幅広い取り組みである。子どもを自宅外の保護下

に置くことは最終手段であり，子どもや家族が自宅に住みながら児童保護の援助を受けるオープンケア

が優先される。オープンケアの件数は自宅外保護の4倍以上である。自宅外保護を行う場合，施設より

も里親による家庭的ケアを優先して提供する。自宅外保護のうち，里親での保護が約4割を占めている。

オープンケアを導入し，家族への支援が重点的に行われるようになったのは，1980年代以降のことで

ある。2000年代に入ってからは，経済環境や家族構造の変化を背景に，早期介入と家族ワークが重点化

されている。
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るだろう。

1 普遍主義的福祉国家としての北欧諸国

フィンランドをはじめとする北欧諸国は，普遍

主義的福祉国家の特徴を持つ国ぐにとされてき

た。エスピン・アンデルセンは，1980年代の先進

資本主義諸国における，ミーンズ・テストを伴う

福祉制度の比重や，社会保障制度の対象範囲の状

況等から三つの福祉資本主義レジームを析出し

た。このうちの一つである「スカンジナビア諸国

に代表される社会民主主義レジーム」は，普遍主

義の原理と社会権の脱商品化が新中間階級にまで

効果を及ぼし，最も高い水準での平等を推し進め

るような福祉国家を実現しようとする。新中間階

級の欲求水準と釣り合う高いサービス水準を労働

者にも保証し，すべての階層が単一の普遍主義的

保険制度へ包含されるというものである。受給資

格の普遍性に加えて，一定水準の福祉を確保する

ことで，負担に対する合意を得ることが比較的容

易になる。市場の影響力を退け，その結果福祉国

家を支える真に普遍的な連帯を作り出した国ぐに

として，「ここでは，すべての市民が恩恵を受け，

制度に依存し，制度を財政的に支える必要を感じ

る」と説明される〔エスピン・アンデルセン

（2001），p.30〕。

このような北欧型福祉国家の主な特徴は，おお

むね次の六つに整理することができる。（a）普遍

主義的社会保障給付，（b）福祉ニーズのカバーと

サービスの提供に関する包括性，（c）高度な所得

再分配制度，（d）サービス提供におけるパブリッ

ク・セクターの強い関与，（e）主要財政資源とし

ての税制，（f）これらを裏付ける完全雇用への政

府のコミットメントである〔藪長（2015）ほか〕。

すなわち，北欧型福祉国家は，大きな政府財政規

模に加えて，サービスの現物給付・直接供給志向

という特徴をあわせ持ち，これらを通じて，経済

的平等を最も高い水準で推し進めてきた。結果と

して，1980年代以降2010年代前半に至るまで，先

進諸国の中で比較すると北欧諸国の可処分所得の

不平等度を示す所得再分配後のジニ係数は最小レ

ベルで，相対的貧困率も低くとどまってきた。

1995年のフィンランド，スウェーデンのEU加盟

と経済社会のグローバル化の中で，サービス供給

の民営化，福祉・社会保障財源の削減などが進み，

典型的な特徴は色あせつつあるが，普遍主義の原

則とサービス保障の包括性の原則は今なお社会の

根底に流れている。

2 国際比較研究からみた北欧諸国

北欧諸国は，子どもの利益を最優先し，子ども

自身の主体性を尊重する，児童福祉が高度に整備

された国ぐにであると評価されてきた。国際比較

の中では，保育制度の充実，子育てと仕事の両立

しやすさ，平等な社会等の制度的特徴がたびたび

指摘され，子どもの貧困率の低さ，子どもの幸福

度の高さ，健康などにおいても良好な数値を示し

てきた〔UNICEF（2007），UNICEF（2008），OECD

（2009）〕。

一方，児童保護に関する国際比較研究では，北

欧諸国は家族サービス志向であることが指摘され

ている。Gilbert（1997）は，ヨーロッパ及び北米9

カ国を比較して，比較対象国が「児童保護モデル」

と「家族サービスモデル」の2つに分かれることを

提案した。児童保護モデルは英語圏諸国に典型的

で，個人志向であり，児童虐待に対してモラル重

視型のアプローチをとる。初期の介入は法的な性

質を持ち，国家と家族の関係性は対立的で，家族

の意思に反して保護が行われることが多い。これ

に対して，家族サービスモデルは，北欧諸国に典

型的で，児童虐待問題に対して社会的心理学的ア

プローチをとることが特徴的である。初期の介入

は家族のニードに焦点が当てられ，家族と国家の

関係は協調的で，家族の同意を基に措置が決定さ

れることが多いというものである。Hetherington

（2002）は，さらにこの2つのモデルと福祉資本主

義レジームをマトリックスで分解し，家族サービ

スモデルの国ぐにが，さらに国家の直接的なサー

ビス給付を行う傾向がある国ぐにと第三セクター

が主体的に実施する国ぐにに分かれることを指摘

している。北欧諸国は，この国家の直接的なサー

ビス給付を行う国ぐにに当てはめられた。また，

Weightman and Weightman（1995）も，イギリスと
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スウェーデンを比較し，イギリスでは，児童保護

が主に虐待への対応に主眼を置いており，対処療

法的なソーシャルワーク，監視型，非介入的関係

を原則としているのに対して，スウェーデンで

は，一般的な児童福祉に主眼を置き，予防的ソー

シャルワーク，平等で介入的な関係を原則として

いる。スウェーデンでは，人々が私生活への介入

を広く受け入れるのに対して，イギリスでは「何

らかの過ち」がない限り介入に非常に抵抗すると

いう。Forsbergら（2011）は，これらの比較研究

の成果を踏まえて，北欧諸国では子どもと家族を

支援するための予防的措置の重要性を強調する広

い見方を取る傾向があると指摘する。すなわち，

法的正義を重視するよりも，むしろ家族へのソー

シャルワークの視点に基づいて児童の保護をとら

えていると説明する。具体的には，家族に対する

社会的・心理的サービスの提供が児童保護活動の

中心となる。手当等の金銭給付に加えて，母子ク

リニックや家族指導クリニックでの助言，在宅

サービスや保育サービス，学校保健サービスの提

供とこれらを通じた心理的支援などである。ただ

し，施設保護の子どもの割合が比較的高いことも

指摘している。

3 北欧諸国における児童保護

Blombergら（2011）は，フィンランド，デン

マーク，ノルウェー，スウェーデンの4カ国の児童

保護プロセスの異同を特定することを目的とし

て，4カ国の首都における担当ユニットの比較調

査を行った。これによれば，4カ国は共通して，法

的枠組みにおいて子どもの最善の利益を中心に据

えていること，早期介入，家族への支援に重点を

置いているという。

児童保護のプロセスは，通報や連絡，相談など

を起点として行われる。具体的には，警察や学

校・保育所，保健医療機関，社会福祉事務所等か

らの連絡等が4カ国では62％から85％を占める。

それ以外の連絡等は，住民からはあまりなく，本

人や家族などの当事者からのものがほとんどであ

ることが特徴的であるという3)。また，保護の理

由では，特に保護対象児が12歳以下の場合の，虐

待や養育者なしの割合が低いことが特徴的で，こ

の場合理由は「子どもへのケアの不足」といった

あいまいな表現で示されるという。さらに，その

詳細も「子どもの状態に関する課題」や「詳細不

明」とされるものが多い。また，家庭環境を理由

とするものも多く，家庭内暴力や両親の精神的課

題，アルコール中毒などがあげられている。すな

わち，子どもにとって望ましくない環境は，保護

の十分な理由になるとして保護を実施する。これ

には問題が大きくなる前に解決を図ろうとする考

えが反映されているとBlombergらは説明してい

る。実際に，フィンランドとスウェーデンでは，

連絡等を受けたケースの約40％は介入にまで至ら

なかった。これらのケースの多くは福祉サービス

の利用に関連する他機関からの児童保護の要否に

関する照会であった。また，青少年の軽犯罪に関

する通報もその後の介入に至る割合は低く，通報

を受けたケースが介入に至ったものは，スウェー

デンでは25％，フィンランドでも50％であった。

結果として，子どもの問題が深刻化する前の予防

的保護を求める連絡等は，フィンランドで全体の

73％，スウェーデンで48％を占めた。さらに，介

入の多くは，カウンセリングや相談・助言で，

90％以上のケースで行われている。また，経済的

な援助や自治体等が提供するサービスを利用しな

がら家庭での生活を継続するオープンケア4)を受

けているケースがそれぞれ51％，36％であった。

北欧以外の諸国と比較して，介入に至らないケー

スが多いこと，介入した場合も相談助言が中心的

であること，保護対象の子ども・家庭との接触の

頻度が多いことが特徴的であるという。

3)当事者からの連絡等はデンマークが最も多く，子どもと家族と児童保護機関との間の距離の近さを示している

が，その一方で近隣住民の手を借りるなどの地域資源を利用しようとしないことの反映であるとBlombergらは述
べている。
4)英語ではCommunity Careと訳される場合もある。

社 会 保 障 研 究 Vol. 2 No. 2･3218
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Ⅱ フィンランド児童保護の概要

1 概況

2015年の統計データ〔Kuoppala & Säkkinen

（2016）〕によると，フィンランドにおいて自宅外

で保護を受けている子ども（以下，自宅外保護と

いう。）の数は17,664人で，18歳未満の児童人口の

1.4％を占めた。このうち，行政の保護義務が発

生する保護措置 huostaanottoの対象ケースは

10,501人（59.4％），緊急保護を受けたケースは

3,733人で，緊急保護を受けた子どもは18歳未満

人口の児童人口の0.3％を占めた。自宅外保護を

受けている子どもの数，保護措置や緊急保護の

ケース数は，2013年以降2年連続で減少している。

しかし1990年代以降上昇傾向にあり，1991年から

2015年までの25年間でほぼ倍増した（図1）。

児童保護に関する連絡・通報，申請等は114,789

件で，うち73,872件（64.35％）が児童保護ケース

として処理された。

自宅外保護は，家庭的ケアperhehoitoを受けて

いる子どもが最も多く40.2％を占めた。施設ケア

が37.0％でこれに続き，専門的家庭ケア（グルー

プホーム）ammatillinen perhekotihoitoが11.7％，

その他の保護11.0％であった。

一方，自宅で暮らしながら児童保護に関連する

各種の支援を受けるオープンケアavohuoltoの利

用ケースは73,872件で，対象児童人口の5.9％を占

めた。年齢別にみると，オープンケアの利用割合

は16-17歳児が最も高く7.8％を占め，0-2歳児の利

用率は3.8％であった。オープンケアは，児童保

護終了後のアフターケアとして利用される場合も

多く，7,613件でオープンケア件数全体の10.3％を

占めた。なお，アフターケアとしての利用者の

85.3％が児童保護対象年齢を過ぎた18歳から20歳

児の継続保護で占められた5)（図2）。

2 法的枠組

児童保護法は，1936年に制定され，その後1985

年，2007年に全面的に改正されている。現在の児

童保護法は，冒頭で述べたとおり，子どもの安全

な成長環境，バランスの取れた発達環境と必要な

ケアを得ることを目的としている（児童保護法第

一条）。こうした子どもの健やかな成長とそのた

めに必要なケアの確保は，第一義的に親又は養育

者（以下，親等という）に義務付けられている（同

5) 1996年と2008年に保護措置数が減少しているが，これは制度改正に伴うものである。同様に，制度改正に伴い
2015年にオープンケア数が減少している。

フィンランドにおける「児童保護」：普遍主義的な福祉制度下における要保護ニーズへの対応 219

出所：Tuula Kuoppala，Salla Säkkinen（2016），Lastensuojelu 2015， Terveyden ja hyvinvoinnin Laitosから筆者作成。

図1 児童保護の内訳の推移（1991年〜2015年）
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第二条，第四条）。社会は，第一条の目的を達成す

るために，親による子どもの養育に対して支援を

することが基本的なスタンスとなる。したがっ

て，第三条で定めるように，「児童保護は，子ども

と家庭に対する個別の支援である。子どもと家庭

に対する支援は，利用者の援助計画とオープンケ

アの提供による援助活動によって実施される」こ

とが原則となる。また，里親などの代替的ケア

も，家族の再統合を目指して行われる（同第四

条）。

また，2010年には，予防的児童保護ehkäisevä

lastensuojelu条項が明文化され，保護の対象とな

る前段階からの予防的な保護の実施について明記

された。条文では，特に親への支援を第一義とし

た支援を行うこと，オープンケアだけでなく自宅

外での代替的ケア，継続保護も対象となること，

行政は家族に対してできるだけ早い段階で十分な

支援を行う義務を有することが示された。（同第

三a条）。

その目指しているところは，子どもの利益と希

望を最優先にして，可能な限り良好な物質的環境

を整えることである。児童保護の必要度の調査・

判定と実施にあたっては，子どもの利益lasten etu

を最優先にすること，子どもには児童保護に関す

る情報を得る権利，自分の意思を表明する権利が

あり，特に12歳以上の子どもには意見表明の機会

の提供が義務付けられている（同第四条，第五

条）。

国立保健福祉研究所THLが中央政府，地方政府

を含めた全国の児童保護関係機関等に対して示し

ている児童保護ハンドブック lastensuojelun

käsikirjaは，フィンランドにおける（公的）児童保

護の3つの基本機能は，（a）子どもの一般的な成長

への働きかけ，（b）親の子育てへの支援，（c）子ど

もの保護，であるとしている。すなわち，対処療

法的，直接的な対策である保護の前に，子どもの

発達を確保する義務を負う親への支援，さらには

子どもと家庭を取り巻き，影響を及ぼす環境を良

好な状態に整えることが重視されている。問題が

深刻になる前の環境整備を重視することで問題を

最小限に抑えようとする予防重視の姿勢の表れと

いえる。一般的な成長への環境整備の具体例に

は，子どもの発達に影響を及ぼす，保育所や学校，

遊びの場や適切な刺激など，さらには，交通網，

社 会 保 障 研 究 Vol. 2 No. 2･3220

出所：Tuula Kuoppala，Salla Säkkinen（2016），Lastensuojelu 2015， Terveyden ja hyvinvoinnin Laitosから筆者作成。

図2 自宅外保護の内訳の推移（1991年〜2015年）
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飲酒・喫煙環境，職住近接の状況を含めた，子ど

もの身の回りの環境などが示されている。

なお，児童保護法における児童（子ども）lapsiは

18歳未満の年齢の者を指し，18歳から20歳の年齢

の者は青少年nuoriとして継続保護の対象となる。

3 保護のプロセス

児童保護の実施プロセスは，次のような流れで

行われる。判定依頼通知や児童保護通報，当事者

による申請などその他の手段で児童保護ニーズの

存在が判明したものについて，児童保護ニーズの

調査を含めた社会福祉のサービス必要度判定

palvelutarpeen arvioを行う。自治体の社会福祉関

連業務の担当者には，児童保護ニーズを認めた場

合に通報する義務がある。また，児童保護関連の

諸事業の従事者やその他の関連業務に就く者も

ニーズを認めた場合に自治体に通報する義務があ

る。通報は個人情報保護の対象外であり，通報の

あった児童は家族も含めてサービス必要度判定の

対象となる。通報などによりニーズの存在が判明

した場合，ソーシャルワーカーまたは家族ワー

カーは直ちに緊急保護ニーズの有無について判定

しなくてはならない。その後，社会福祉サービス

必要度判定と合わせて児童保護ニーズを調査す

る。ソーシャルワーカーが，サービス必要度判定

に基づき，子どもの成長環境の悪化や健康や発達

が十分に確保されない，あるいは児童保護による

支援ニーズがあると判断した場合，援助関係

asiakkuusが開始される。援助関係が開始した

ケースについては，援助計画が策定される。計画

には子どもに影響を及ぼす対象となる状況・事

項，子どもと家族への支援の必要性，ニーズを満

たすためのサービス，目標達成までの計画期間が

明記される。援助計画は少なくとも年に一度見直

しが行われる。緊急保護により児童保護法以外の

社会福祉法に基づくサービスが必要な場合や，緊

急対応が必要な場合は，児童保護法に基づく援助

関係を伴わない一般的な社会福祉の家庭サービス

や特別支援が提供される。これらの対応はすべて

家庭サービスperhepalveluとして社会福祉援助記

録に記入され，サービスの提供が不要／不適切と

された時点で援助関係が終結する（図3）。

フィンランドにおける「児童保護」：普遍主義的な福祉制度下における要保護ニーズへの対応 221

出所：Aino Hiekkavuo (2017), Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016, Lastensuojelun

Kuusikko-työryhmä.

図3 児童保護援助プロセス（2015年4月1日以降）
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以上のような実施プロセスは，2015年の改正社

会福祉法の施行に伴い変更されたものである。新

たな社会福祉法は，これまでの対処療法的な特定

サービスの提供から，予防的な共通サービスへの

転換を図るものであった。共通サービスへの転換

としての最も大きな変化は，児童保護においても

社会福祉のサービスニーズ判定が実施されるよう

になったことであろう。児童保護に限らず，すべ

ての社会福祉分野のサービスの実施において共通

のサービスニーズ判定が導入された。判定と同時

に行われる児童保護ニーズの調査に基づき，児童

保護法の適用が決定された場合は，所定の児童保

護サービスを利用する。これまで児童保護サービ

スとして提供されていたホームヘルプサービスや

家族への相談支援プログラム，短期の家庭的ケア

やパーソナルアシスタントなどは，社会福祉の共

通サービスへ統合された6)。また，社会福祉の新

しい枠組では，このようにサービスの共通化が図

られる一方で，予防的サービスへの転換が図られ

た。これについては，児童保護開始のプロセスが

社会福祉法へ援用された。従前の児童保護の実施

プロセスでは，児童保護は，当事者からの申請，

ソーシャルワーカー等による児童保護通報やその

他の通知の受領，児童保護ニーズの発見から開始

されていた（図4）。このプロセスを参考に，社会

福祉サービスにおいても，申請や通報・通知だけ

でなく，ソーシャルワーカーが社会福祉のニーズ

の存在可能性について知った時点で，ニーズ判定

の実施義務が発生するようになった〔Hiekkavuo

（2017），p.2〕。

4 児童保護の内容と種類

予防的早期介入，親による子どもの養育を尊重

した家庭への支援という北欧型児童保護の特色

は，児童保護のサービスの種類の豊富さとその内

容に端的に表れている。児童保護は，オープンケ

6)従来の児童保護のオープンケア利用の一部が社会福祉サービス利用とされたため，児童保護統計上のオープン

ケア件数は2014年から2015年にかけて急減した。

社 会 保 障 研 究 Vol. 2 No. 2･3222

出所：Tuula Kuoppala, Salla Säkkinen (2015), Lastensuojelu 2014, Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos.

図4 従来の児童保護実施プロセス（2015年4月1日まで）
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アの利用を原則とし，やむを得ない場合に保護措

置や自宅外保護を検討する。以下，児童保護の主

な内容についてみていく。

（1） オープンケア

児童保護ニーズがあるときに，自宅外保護では

なく，家族と共に暮らしながら外部の援助を利用

するオープンケアは，親による子どもの養育と予

防的介入を原則とする北欧型の児童保護におい

て，最も重要な部分であると言える。2015年の制

度改正によって，ホームヘルプサービス等は，児

童保護としてのオープンケアから一部社会福祉

サービスとしての位置づけへ移行したが，子ども

を育てながら家族を維持していくための多様な

サービスや給付が用意されている。

児童保護法では，社会福祉法に定めるホームヘ

ルプサービスやピアグループ活動，パーソナル・

サポーターやサポートファミリー，生活保護法に

定める生活保護・予防的生活保護，教育関連保育

法に定める子どもの保育などの他法に定める子ど

も関連サービスに連なるサービスとして，援助計

画に基づくオープンケアの提供を義務付けている

（第36条）。提供を義務づけられるケアの種類は，

生計と住宅の保障に加えて，（a）子どもと家族の

問題解決に向けたサポート，（b）子どもの経済的

支援，学校教育，職業訓練及び住居の確保，就労，

余暇の楽しみ，近しい人間関係の維持，その他個

別のニーズの充足，（c）子どものリハビリテー

ションのためのケアやセラピー，（d）集中的家族

ワークtehostettu perhetyö，（e）家族リハビリテー

ション，（f）その他の子どもと家族を支援する

サービスやサポートの提供，である。

（2） 保護措置huostaanotto

保護措置は子どもの健康や発達が危険にさらさ

れている場合またはその成育環境が危険にさらさ

れている場合に行われる。保護措置対象となった

子どもは，保護下におかれ，代替的ケアが提供さ

れなければならない。12歳以上の子どもには措置

に対する意見を表明する権利がある。子どもや家

族の意思に反する保護を実施する場合，意見聴取

を省略する場合は，ソーシャルワーカーが作成

し，自治体を通じて提出された保護措置申請に基

づき，行政裁判所が決定する。

（3） 代替的ケアsijaishuolto

保護措置におかれた子ども，緊急保護を受けた

子ども，それ以外の予防的対応として必要性が認

められた場合は代替的ケアが提供される。代替的

ケアには，里親による家庭的ケア，グループホー

ムで家庭的ケアを提供する専門的家庭ケア，施設

ケア，そのほかのケアがある。2012年の児童保護

法の改正によって，代替的ケアにおいては，まず

家庭的ケアを優先させることが法に明記された。

家庭的ケアは，自宅外の私人の家庭である里親

が，子どもの成長を24時間見守り，ケアを提供す

るものである。家庭的ケアは，契約書に基づき，

自治体の社会福祉委員会が適性を承認した家庭に

おいて行われる。家庭的ケアは，親族や親族によ

る保護も含まれる。

専門的家庭ケアは，家庭的ケアと施設ケアの間

にあるグループホームによる家庭的なケアを提供

する方式である。18歳を過ぎた継続ケアの青少年

も利用できる。専門的家庭ケアは中央政府の地方

事務所監督下におかれ，運営にあたっては，家庭

的ケアの認可と施設の認可の双方が必要となる。

施設ケアは子どものケアと成長の見守りを，児

童ホームlastenkoti，青少年ホームnuorisokoti，少

年院kotikouluまたはほかの児童保護施設等で行う

ものである。児童保護施設等には，そのほかの受

け入れ施設又は家族リハビリテーション施設など

も含まれる。

そのほかのケアには，自宅において家族ととも

に措置するもの，サービス付き住宅におけるひと

り暮らし，家庭的ケアや施設ケアに含まれないケ

アがある。

（4） アフターケアjälkihuolto

社会サービス担当部局は，代替的ケアが終了し

た子どもや青少年に対してアフターケアを提供し

なければならない。アフターケアは，自宅外保護

が6カ月以上継続し，終了後単独で生活する場合

フィンランドにおける「児童保護」：普遍主義的な福祉制度下における要保護ニーズへの対応 223
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に提供される。アフターケアは，自宅外保護後の

児童保護の援助が終了してから5年間たったとき，

または，子どもが21歳になったときに終了する。

5 児童保護の具体例

実際に提供されている児童保護について，二つ

の自治体の事例と里親による家庭的ケアの状況を

紹介する。ここでは，タンペレ市Tampereen

kaupunkiとユヴァスキュラ市Jyväskylän kaupunki

の二つを取り上げる。タンペレ市は人口約23万人

を抱えるフィンランド第三の地方都市である。ユ

ヴァスキュラ市は人口約14万人の地方都市であ

る。

（1） タンペレ市

① オープンケア

タンペレ市は，オープンケアの基盤は保育にあ

り，そのほかのサービスはこれを補うものとして位

置づけている〔Tampereenkaupunki, lastensuojelu〕。

オープンケアとして提供しているサービスは，児

童保護ソーシャルワーク，パーソナル・サポー

ター及びサポートファミリー，児童リハビリテー

ションケア／セラピー，家族支援ホーム／家族支

援施設，余暇レクリエーション活動，子どもの趣

味への補助，家族の経済的支援，ピアグループ活

動，短期自宅外保護である。

オープンケアの中心を占めるのは，児童保護

ソーシャルワークとしての相談・助言活動であ

る。相談・助言活動は，自治体や自治体が設置す

る児童保護センターや福祉センター等で行う場合

もあるが，自宅へ訪問して行う場合もある。状況

によっては，喫茶店などで行う場合もある。相

談・助言活動を通じて，子どもや家族の課題を解

きほぐし，解決していくための支援を行う。

また，子どもや家族に寄り添い，話し相手やレ

スパイトケアを提供するのが，パーソナル・サ

ポーターやサポートファミリーである。パーソナ

ル・サポーターは，大人の友人として，7歳から17

歳までの子どもの話し相手となる。サポートファ

ミリーは，レスパイトケアとして，12歳までの子

どもが月に一度週末に里親家庭で過ごすサービス

である。長期休暇期間中は滞在期間を延ばすこと

もできる。サポートファミリーへの情報教育の提

供とコーディネイトを行うための機関として，

ファミリーケアセンタールオツィLuotsiが設置さ

れている。

特別家族ワークは，任意参加により家族関係の

再構築や強化を図るもので，危機的状況におかれ

ている場合などに集中的な支援を提供し，家族が

全員参加して行われる〔Tampereen kaupunki,

Lastensuojelun avohuolto〕。

② 施設でのサービス提供，自宅外保護

タンペレ市では，市内に4つのセンターを設置

している。4つのセンターはそれぞれ，薬物中毒

者ケア，12歳未満の短期入所（自宅外保護）・12歳

以上の保護入所，12歳以上の24時間オープンケ

ア，青少年向けリハビリテーション入所を提供し

ている。

薬物中毒者入所ケアを提供するパイヴァペルホ

Päiväperhoは，児童保護，薬物中毒者ケア，母子・

家族クリニック（ネウヴォラ）をつなぎ，関連す

るニーズを持つ人がワンストップでサービスを利

用できる場所として，薬物中毒者助産センターの

機能を果たしている。Päiväperhoでは，薬物中毒

の妊産婦を主な利用対象者として，食堂や新聞雑

誌の閲覧場所の提供を通じた居場所，当事者同士

の出会いの場の提供，母子クリニック（ネウヴォ

ラ）やファミリー病棟ケア，離脱期の妊産婦ケア

を提供している〔Tampereen kaupunki, Päiväperho〕。

12歳未満児の短期入所と12歳から17歳の短期入

所ケアを提供するキッサンマーKissanmaa家庭支

援センターは，児童棟で緊急保護児童7名分，青少

年棟では主に専門的なケアが必要な入所児童14名

分のケアを提供する。児童棟では支援員2名が担

当し，青少年棟では指導員と看護師等が担当す

る。

クーシッコKuusikko家庭支援センターでは，12

歳から17歳の児童に24時間のオープンケアを提供

している。また同じセンター内に東部地区の家族

ワークチームと危機対応チームが駐在している。

青少年向けリハビリテーションを担当するレイ

ノラLeinola家庭支援センターは，主に精神的ケア
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の必要な児童に対して，比較的長期間のリハビリ

テーションのための入所ケアを提供する。

（2） ユヴァスキュラ市

ユヴァスキュラ市は，児童保護全国組織ペサ

プーPesäpuuの本部が置かれ，児童保護において

はフィンランドで最も先進的なサービスを提供し

ている自治体の一つである。Pesäpuuは，児童保

護に携わるソーシャルワーカーや家族ワーカーな

どの専門職の技能向上，里親の支援を中心とした

活動を実施しており，この分野では国内随一の組

織である。

① オープンケア

ユヴァスキュラ市のオープンケアは，オープン

ケア・ソーシャルワーク，家庭指導，青少年活動

（青少年の家における通所ケア），サポートファミ

リー活動，休暇の家活動，専門的パーソナルサ

ポート活動，ホームヘルプサービス，家族リハビ

リテーション，短期自宅外保護，子どもの趣味や

余暇活動に対する裁量的給付金の支給などで構成

される。

ユヴァスキュラ市の家族ワークでは，2013年に

日常生活資源モデルを基にしたArVoという課題

の自己解決へ向けた支援ツールを開発し，家庭支

援員perheohjaajaのサポートの下で，家族が，自己

の状況と支援ニーズを自分で評価し，日常生活資

源を発見することを目指して使用している。

ArVoは，コンパクトでわかりやすくテーマ性を

持ったメソッドで，家族の結びつきを促し，変化

を求め，家族が自身にあった方法で解決策を見つ

けていこうとするものである。参加は任意で，家

族前提で取り組むことが推奨されている。ArVo

は，週に2〜3回，自宅で行われ，家族と二人の

ワーカーが共同で行う。2カ月で8回から10回の

ミーティングを行う。ワーカーは，家族に対して

会話と傾聴を促し，ディスカッションを進めてい

く。テーマは，家庭生活や性格，親子関係，相互

の交流などがワーカーから示される。ミーティン

グで作成された記録は振り返りのために家族も読

むことができる。ワーク終了後は，ワーカーは，

家族に向けて，まとめと提案や考察を記入する。

このまとめは，家族とソーシャルワーカーがとも

に振り返りに使用する。1カ月後にフォローアッ

プを実施することもある。ArVoは，家族に良好な

影響を与え，問題の解決につながっていると評価

されている。結果として，子どもの自宅外保護の

取りやめや，保護への同意の獲得につながってい

る。さらに支援ニーズの縮小ももたらしていると

いう〔Jyväskylän kaupunki, ArVo-Arjen Voimavarat-

perhearviointi〕。

ユヴァスキュラ市の提供するサービスは，NPO

団体等に委託される場合も多い。サポートファミ

リー事業は，マンネルヘイム児童福祉同盟と中部

フィンランド代替的ケアユニットに委託されてい

る。夏休みなどの長期休みや連休中のサポート

ファミリー事業である休暇の家lomakoti事業は年

に10日まで利用することができる。保護は，セー

ブ・ザ・チルドレンに委託されている。

パーソナルサポートは，市が「専門的パーソナ

ルサポート」と呼んでいるように，一定の専門性

が担保されている。ユヴァスキュラ市の家族ワー

カーか，マンネルヘイム児童福祉連盟で研修を受

けた担当者がパーソナル・サポーターとなる。

ユヴァスキュラ市では，ホームヘルプサービス

も児童保護のメニューとして提供している。その

趣旨は家族の危機的な状態を脱出するための臨時

の支援で，児童保護オープンケアを担当するソー

シャルワーカーによる判断が必要である。平均的

な利用は，月に1〜3回で，民間のホームサービス

会社等から購入して利用する。

そのほか，家族が日中施設で過ごしながらリハ

ビリテーションを行う家族通所リハビリテーショ

ン，家族リハビリテーション，短期自宅外保護，

青少年の家におけるオープンケア，青少年向け

サービス付き住宅，家族生活支援施設などは，次

に述べる施設で提供するオープンケアとして実施

されている。

② 施設でのサービス提供，自宅外保護

ユヴァスキュラ市には，社会福祉事務所が二カ

所あり，通報の受付や保護ニーズの集約は社会福

祉事務所で主に行われている。

そのほかに，1981年に複合的児童保護施設とし
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て設置されたマッティラ家庭支援ホームMattilan

perhetukikotiでは，主に12歳未満の子ども向けの

緊急保護，短期の家庭的ケア，家族への施設にお

ける生活支援，通所リハビリテーションなどの

サービスを展開している。

12歳未満の子どもの緊急保護は，7名分確保さ

れており，24時間の対応が可能である。ここでは

規則的な生活や家庭的な成長環境が提供され，通

学や共同作業に加えて，子どもが自分の趣味を楽

しむことができるように整えられる。保護が終了

すると自宅に戻る子どもが多いが，子どもの利益

に反する場合は長期的に保護が可能な代替的ケア

が提供される。

短期の家庭的ケアは，1カ月を目安として利用

することができ，18歳未満の児童14名分が確保さ

れている。また，子どものいる家庭の自立を支援

する入居型の家族生活支援ユニットも7軒分用意

されている。入居期間は1カ月から半年程度が平

均的である。

家族向け通所リハビリテーション部門のパーッ

ティPaattiは，2，3カ月間の集中的な支援を行う。

家族は週に3日程度パーッティに通い，9時から15

時の活動時間の中で，ディスカッションやアク

ティベーション，ネットワーキングなどが行わ

れ，朝食・昼食も提供される。

また，4つの青少年ホームがあり，12歳以上の施

設入所ケアを提供している。それぞれ6人から14

人規模の施設で，入所期間は3カ月から半年程度

である。ロティラLotila青少年ホームでは家族リ

ハビリテーションなどのオープンケアも提供され

ている。また，ホヴィラHovila青少年ホームでは

薬物中毒経験者などに対する特別支援ユニットが

3人分用意されている。いずれのホームも，通学

支援，家族との再統合への支援を行い，また自立

へ向けて必要な金銭管理や余暇時間の使い方，生

活訓練なども行われている。

（3） 里親による家庭的ケア

Valkonen（2017）によれば，フィンランドの里

親による家庭的ケアにおいては，里親と実親の両

者が互いを尊重し，情報をオープンにしているこ

とが特徴的であるという。里親は，子どもに家庭

的ケアを提供するだけでなく，実親と会う機会の

確保，実親と良い関係を築くための努力をしなけ

ればならない。里親は場合によっては，子どもが

実親の家に戻ってからもサポートをすることがあ

り，実親と里親が実質的に共同養育を行う場合も

ある。実親は多くの場合，子どもの自宅外保護の

措置に反対することなく同意する。それは，里親

との関係がオープンであること，子どもと会う機

会が確保されていること，子どもが家へ戻ってく

ることが十分予見でき，保護措置に至るまでに

ソーシャルワーカーや家族ワーカーと信頼関係を

築いているからであるという。

里親による家庭的ケアの提供は，自宅外保護の

手段として最優先されるため，その確保が課題と

なっている。自宅外保護の場所としての里親の確

保は自治体の義務であり，里親教育の提供等も行

う。自治体は，直接または児童保護関係団体への

委託やサービス購入などの手段を通じて確保す

る。里親は，家庭的ケアの提供にあたって，里親

教育研修を受ける。フィンランドでは主に

PRIDEを用いて里親教育を行っている。

子どもと実親の関係維持・修復等のための里親

の役割が増す中で，里親への支援も重要になって

いる。里親への支援は，主に家族ワーカーによっ

て行われるが，家族ワーカーの不足も課題である

〔Valkonen（2017）〕。

Ⅲ フィンランドにおける児童保護の発達と展開

2016年11月20日の世界子どもの日，フィンラン

ド家族及び基礎サービス担当大臣のユハ・レフラ

Juha Rehulaは，1980年代までの児童保護制度にお

いて子どもへの不利益や虐待，暴力があったこと

を公式に謝罪した〔Sosiaali-ja terveysministeriö

（2016）〕。これは1937年に実施された当初の児童

保護法下において保護された子どもに処遇に対す

るものであった。

では，現在の児童保護の理念となっている子ど

もの利益の最優先，子どもの主体性の尊重は，い

つ，どのように形成されていったのだろうか。以
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下，フィンランドにおける児童保護の発達と展開

について，児童保護法の成立と2回の全面的な改

正の時期に着目しながらみていくこととする。

1 1936年旧児童保護法（52／1936）の成立

フィンランドは1906年にヨーロッパで初めて女

性が国政レベルで参政権を獲得した国である。し

かし，家父長的な構造は社会に根強く残り，社会

福祉も男性が家族の長となり，単独で家族の財産

と扶養を担当する家族構造に基礎をおいていた

〔Hearn（2004），p.36〕。フィンランドは19世紀に

ロシアの支配下におかれ，工業化は遅れ，社会福

祉の制度整備もままならなかった。救貧法を中心

とした社会福祉体系の中で，保護の対象となった

のは孤児と養育放棄された子どものみで，触法児

童は司法システムの保護下におかれた。20世紀初

頭に，都市化，工業化が徐々に進行すると，アル

ヴォ・ウルッポArvo Ylppö博士が乳幼児死亡率の

高さを指摘し，人口問題が注目を集めるように

なった。1917年の独立後，1918年には内戦の影響

で保護対象児が増加し，当時の総督の呼びかけで

1920年にはマンネルヘイム児童福祉連盟MLLが

設立された。人口問題で警鐘を鳴らしたウルッポ

は，MLLの議長に就任すると，1922年に初の母子

保健相談診療所ネウヴォラを設立した。1924年に

はすべての有子家庭に子どもの人数に応じた所得

控除が導入され，1925年に養子法が成立した。こ

うした家族や子どもに向けた制度の整備の背景に

は，独立と，貧困多子家庭や孤児・養育放棄の問

題への対応が差し迫っていたことがあげられる

〔藪長（2009），pp.31-32〕。養子法は子どもへの永

続的な家族的ケア・経済的保障の必要性とその一

方で子どもの労働力としてのニーズを背景として

いた。実際に，当時の養子は単なる家庭内労働力

として扱われ，特に実子のいる家庭では差別的待

遇を受けることが多かったという〔Valkonen

（2017）〕。

このような状況の中で1932年には合計特殊出生

率は2.27まで下がり，再び人口問題への関心が集

まることとなった。1920年代のMLLやネウヴォ

ラの設立や展開の傍ら，児童保護法の整備が求め

られていたが，社会福祉制度全体の形成に関する

合意形成に難航し，法は1936年になってようやく

成立した。1935年には独身税が，1937年には人口

委員会の設置とその勧告に伴い出産助成金，子ど

もの数に応じて返済が軽減する結婚ローンなどが

導入された。児童保護法が成立したこの時期は，

人口増加と児童福祉が脚光を浴びた時代だったと

言える。1936年に児童保護法が成立すると，その

実施は地方自治体が担い，主な業務は家族への経

済的援助と施設ケア又は里親による家庭的ケアの

提供とされ，児童保護施設の設置が自治体に義務

付けられた。しかし，国家予算の不足のために，

法の実施は極めて選別的になったという

〔Hiilamo（2005），p.111，藪長（2009），p.32〕。

児童保護法が実施された当初，1937年の保護措

置児童数は，約32,400人であった。親の死亡や遺

棄が主な理由であった。その後，1950年代を除い

て，保護措置児童数は1990年まで減少を続けた

〔Muuri（1999），pp.99-100〕。

2 1983年新児童保護法（683／1983）の制定

その後，フィンランドは，1939年以降の度重な

る戦争と第二次世界大戦でのソ連への賠償金の支

払いで疲弊し，以降，戦後の社会保障制度の整備

の中で，所得保障，保健衛生が優先され，1950年

代，60年代の家族政策や児童保護制度整備は低迷

した。1960年代には地方から都市部への大量の人

口移動で，核家族化，都市部での家賃の高騰，物

価高，これに伴う共働きの加速によって，託児・

保育所不足も顕在化した。さらには隣国スウェー

デンへの大量移民の発生で，再び合計特殊出生率

が低下した。保育制度の整備が優先され，1973年

に子ども保育法が成立した〔藪長（2009），p.33〕。

また，1970年代には社会福祉基本理念委員会

sosiaalihuollon periaatekomiteaが社会福祉制度の

体系について根本的な検討を行っていた。1920年

代以降，常に市民社会部門における児童福祉の中

心を担ってきたMLLは，その報告書で次のように

述べている。

児童保護ワークの改革は，長い間議論され
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てきた。最新の全面改革の提案は，1973年の

社会福祉基本委員会の第2部報告書に記載さ

れている。現在の児童保護法は，1936年に発

効したが，現在までほとんど改正されていな

い。法律の改正の必要は長い間明らかであっ

た。現在の法律は，例外的な状況におけるケ

アの提供に焦点があてられており，詳細に定

めた保護命令と，調査官の判断に基づく施設

ケアや里親への移送，後見人，費用，財産等

について定めたものであった。一方で，家族

の全体的な状態の修復を目的とした活動，予

防的なオープンケアや施設外での支援活動な

どは，法で保障されていない。

社会福祉基本理念委員会の第2部報告書で

は，児童保護ワークは現在よりもはるかに広

く包括的にとらえられ，その核に家族中心主

義を置くことを提案している。すなわち，危

機的な状況において，まずは子どもの家族の

物質的，精神的な対応力を支援することを最

優先し，施設またはその他の家庭外での代替

ケア手段は補足的であると提案している。委

員会は，家族と未成年の子の保護を一緒にし

た概念を使用している。委員会は，総じて家

族中心主義に基づき，児童保護ワークの概念

を，子どもと子どもの家族の状態を向上さ

せ，予防的活動を行うことへと広げた。…

（中略）…1960年代の社会は，子どもを否定す

る方向への発展だった。この歪みは，制度中

心的な社会活動において家族の地位を弱体化

さ せ，出 生 率 の 低 下 に も 影 響 し た

〔Mannerheimin lastensuojeluliitto（1974），pp.

109-110〕。

このような状況の中で，児童保護法は1980年代

になってようやく新しい法律に置き換えられた。

1983年の児童保護法は広範な児童保護の枠組みを

導入したという点で，画期的な改革となった。家

族と子どもを取り巻く広範なほかの法制度によっ

て支えられ，「子どもの福祉」「子どもの最善の利

益」が児童福祉の最優先事項となった。子どもを

保護下に置くことは，最終手段とみなされ，家族

による養育と，そのための家庭への社会的，経済

的，心理的サポートが優先されるようになった。

このような文脈の中で，オープンケアが実際の児

童保護ケースでは第一義的な介入として導入され

た。オープンケアは，さまざまな社会サービスを

包含し，ホームヘルプ，保育，経済的支援，子ど

もと家族に対する個別サポートなどが含められ

た。地方自治体の社会福祉委員会は，子どもと家

庭の福祉を確保する責務を担い続けたが，学校，

保健センターや都市計画部門に至るそのほかの制

度や関係機関との連携も同様に必要とされた。こ

うした業務を担うソーシャルワーカーの役割はよ

り中心的になり，社会福祉委員会はその決定権限

をソーシャルワーカーへ移行させるようになった

〔Hearn et.al.,（2004），pp.36-37〕。新しい児童保護

法では，対象範囲の拡がりを反映して，児童保護

件数が激増した。

1990年代に入ると，ソ連の崩壊に伴う深刻な経

済不況に陥り，市場経済のグローバリゼーション

が始まる中で，政府は大規模な予算削減に踏み切

り，EU加盟を即座に決めると大規模な民営化を

始めた。一方で，不況と大量の失業の中で経済的

に困窮する家庭が増加し，労働市場も不安定で流

動的になった。さらには，ひとり親家庭やステッ

プファミリーなど家族の構造も複雑・多様化し，

子どもや家庭の孤立化，排除も拡がり，児童保護

ニーズは膨れ上がる一方となった。このような状

況の中でこれまでの普遍主義的な北欧型福祉国家

モデルに基づく児童保護の枠組みにも新しい基本

理念が求められるようになっていった〔Satka &

Harrikari（2008），p.650〕。

3 2007年改正児童保護法の制定（417／

2007）

普遍主義的な福祉制度下において，子どもの最

善の利益と追求しながら，家族による養育を重視

し，そのための家庭への社会的，経済的，心理的

サポートに多くの資源を投入する児童保護の「社

会的予防」モデルに代わって，2000年代に入ると

「早期介入」モデルが登場した。Satka & Harrikari

によれば，こうした児童保護のパラダイム変換の
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きっかけとなったのが1998年の全国犯罪防止計画

の実施であったという〔Satka & Harrikari（2008），

p.650〕。犯罪と孤立化・排除が連関し犯罪レベル

の深刻な悪化が予見される中で「早期介入」戦略

が導入された。2003年には全国のすべての自治体

でも計画の策定が義務付けられ，早期介入モデル

は急速に普及した。

一方，家族構造が多様化・複雑化する中で，家

族ワークperhetyöも児童保護の新たな枠組みとし

て制度化された。家族ワークは，家族と子どもを

主な対象としたソーシャルワークで，フィンラン

ドでは比較的新しい領域のソーシャルワークであ

る。とはいえ，その源流は1930年代の乳幼児のい

る家庭向けのホームヘルプサービスにある

〔Kuronen&Lahtinen（2011）〕。ホームヘルプサー

ビスは，MLLによって開始され，1950年代には家

庭支援員kodinhoitaja制度として自治体でも提供

するようになった。家庭支援員は，単なる家事の

援助だけではなく，訓練を受け，専門性を持って

家政に関する啓発や家族への助言を行う。

〔Simonen（1990），pp.42-49〕「専門的母親」として

病気や妊娠・出産時の支援などを主に担っていた

家庭支援員のサービスは，1980年代以降のオープ

ンケアの導入・普及に伴い，集中的家族ワークの

実 施 へ 移 行 し た〔Kuronen&Lahtinen（2011），

pp.70-72〕。

家族ワークは，子どもを育てる親を支援し，親

であることを評価し，子どもの成長環境を守り，

家族が課題を乗り越えることを手助けし，家族が

利用可能な資源を見つけ出すことをサポートする

ことを通じて子どもの保護措置を予防することを

目的とする。子どもと家族が住む家や，家庭支援

センターやそのほかの場所で家族ワーカーと行う

ディスカッションや日常生活の支援を通して実施

される。家族ワークは，特に親が子育てに対する

課題を抱えていたり，アルコールや薬物の中毒，

精神疾患等がある場合に提供される。

家族ワークのメソッドは（a）カウンセリングや

セラピーを含むディスカッション，（b）アートセ

ラピーやキャンプなどのアクティビティなどを通

して活動の範囲を拡げ活発化させるアクティベー

ション，（c）保育や家事の援助を通じた日常生活

の相談助言とサービス提供，（d）そのほかの薬物

中毒からのリハビリなど特化したケアなど，の4

つのカテゴリーに分けられる。しかし，家族ワー

クはまだ発展や変化の途上にあり，その専門性は

まだ確立されていないようである。Kuronen &

Lahtinen（2011）によれば，家族ワーカー自身の持

つ自己の仕事のイメージは，早期支援，リハビリ

テーション，エンパワーメント，子どもの福祉と

発達の支援，子育ての補助などと多様である。ま

た，児童保護に関する一定の裁量権を持つソー

シャルワーカーによる実施は義務付けられておら

ず，特化した専門資格もない。

1980年代に始まったオープンケアの家族志向性

は，「大人中心」であり，子どもの代わりに親を支

援し，子育ての問題よりも大人のストレングスの

強化を図ろうとする。そのため親による暴力や虐

待などに気づきにくく，子どもの福祉と安全を犠

牲にして親のプライバシーの権利を守っていると

いう。こうした批判を受けて，2007年の児童保護

法改正では，子どもの最善の利益の追求と子ども

による意見表明の機会の確保など子どもの主体性

が強調された〔Kuronen & Lahtinen（2011）pp.79-

80〕。

Ⅳ おわりに

Hearnら（2004）は，フィンランドとイギリスの

児童福祉の比較研究から，フィンランドの児童保

護lastensuojeluは，児童「保護」と呼ぶべきではな

く，むしろ児童「福祉」と呼ぶべきであるという。

Kuronenら（2006）は，その理由はイデオロギーと

モデルの違いであるという。フィンランドを含め

た北欧諸国では，家族と国家の間のバリアがほか

の国よりも低く，「家族が公的な存在となり，家庭

生活に国家が介入することはポジティブに受け止

められ，社会的に許容されている」からであると

いう。こうした北欧型福祉国家における国家と市

民の信頼関係は，児童保護の文脈に限らずたびた

び言及される〔藪長（2015），pp.164-174〕。また，

北欧の市民社会の構造を表現する際にも使用され
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る。例えば，トレゴードは，スウェーデンにおい

ては，国家が，慈善や家父長的関係などにみられ

るインフォーマルな権力の濫用や「そうした依存

の結びつきtie」から個人を自由にするものと考え

られていると説明する〔Trägårdh（2007），pp.26-

30〕。

スウェーデンに限らず，北欧諸国においては，

国家と市民社会の関係は，対峙する存在，あるい

は国家が権力で市民社会を統治するという関係よ

りも，むしろ保護を通じて個人を自由にするもの

としてとらえられてきた。こうした信頼関係が，

北欧型福祉国家に特徴的な家族を中心に据えた予

防志向のオープンケアとソーシャルワークによる

児童保護の広範な活用をもたらしてきたと考えら

れる。

しかし，1990年代の不況やその後の社会環境，

家族構造の変化の中で，政府の役割の変化は児童

保護の実施にも影響を及ぼしている。早期介入モ

デル，家族ワークの登場である。家族ワークは

フィンランド児童保護の中心的活動を構築しつつ

ある。困難を抱える家庭での訪問から，家庭生活

支援センターなどを通じた通い型，半入居型など

で提供される複合型サービス，実親との関係を修

復・維持・構築することができる自宅外保護，さ

らにリハビリテーションや集中的ケア，薬物中毒

や助産などの特別ケアなど，さまざまな場所で実

施されている。バリエーション豊かなツールを用

いて多様な形態で提供されている児童保護は，北

欧型福祉国家に特徴的な包括的でシームレスな

サービスの提供と言えるだろう。
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Abstract

Child Protection in Finland aims to ensure the childs’ safe environment, balanced development and

necessary special care. The best interests of the child is the main core value. Finnish child protection is

managed within the‘family service oriented’ Nordic model instead of a legalistic justice model. Particularly

Finland takes a broad view of child protection, emphasizing the importance of preventative measures with

various social services in the community named as “open care (community care)”. Placement of children and

young people outside the home is the last resort for child protection. The number of clients who receive

support in open care is nearly four times higher than those who are placed out-of-home in 2015. Foster care is

the primary option for placement outside the home. The foster care case accounts for about 40 percent of the

out-of-home placed case in the same year.

Open care was introduced during the 1980s and it promoted social work to family. After the 2000s,

early intervention and family work is promoted with the changing economic situation and diversified family

structure.

Keywords：Open Care, Family Work, Early Intervention, Preventive Child Protection, Nordic Universal

Welfare States


